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医療的ケア看護職員（看護師）配置申請の流れ 

 

  

 

 

                       

  

    

 

 

       

＜教諭・養護教諭等による対応可能＞     ＜看護師の配置が適当＞        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１．保護者が、「医療的ケア実施申請書（様式１）、 

医師による医療的ケア指示書（様式２）」を学校へ提出  

２．「医療的ケア校内（園内）委員会」で確認・検討 

(園・学校長、教頭、学校医、養護教諭、保健主事、担任、特別支

援コーディネーター、看護師等) 

 

３.医療的ケア校内（園内）委員会を

中心に校内体制で対応可能と判断

された場合 

 

研修や支援体制を整える。 

 

３．園・学校長から医療的ケア看護職員の

配置依頼について（様式３）を教育委員会

へ提出 

 

 

４．医療的ケア運営委員会にて審議 

看護師の配置が必要と判断

した場合、医療的ケア看護職

員配置決定通知書（様式４）

により園・学校へ通知。 
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５．医療的ケアに係る実施計画書（様式５）

を作成し、提出（4/5迄） 

医療的ケア看護職員配置決定 
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医療的ケア看護職員（看護師）配置決定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．看護師による医療的ケアの実施 

（1）就業時間において、当該児童生徒の毎日の状態・状況に応じて、 

    主治医の指示に基づき、必要に応じて医療的ケアを行う。 

（2）実施した医療的ケアの内容等を医療的ケア実施連絡票に記載し、学

校長に報告をした後、保護者に実施状況の写しを提供し知らせる。 

１―①．看護師配置開始年度 

 学校長は、医療的ケア看護職員の配置前に主治医、保護者、園・学校職員、看護師、教育委

員会で面談し、対象児童生徒に対する医療的ケアの内容と範囲を確認する。 

１-② 継続の場合 

 毎年度、春休みに確認書（様式６）・必要に応じて個別のマニュアル等を作成し、共通理解を

図る。（医療的ケア校内委員会で情報共有及び確認、必要に応じ教育委員会担当同席） 

２．保護者は、当該児童生徒の状態・状況について、医療的ケア実施絡

票に記載し、看護師や担任を経て、学校長に提出すること。 

  ※当日の状態・状況について特に留意する事項が生じている場合

は、連絡票に記載するとともに、担任、養護教諭、看護師に口頭で

も連絡すること。連絡を受けた者は、学校長へ報告すること。 

４．看護師は、毎月 1日から末日までの月別業務実施 

報告書（様式 ８）を、翌月 10日までに教育委員会へ 

提出すること。 

５．学校長は、医療的ケア実績報告書（様式第１１）を当該年度の３月 25日までに   

  教育委員会に提出するものとする。 

https://1.bp.blogspot.com/-LC0twPSEXxk/XwMZciix-7I/AAAAAAABZ4w/q3PDBLeLHnk1KOXo4YFRUE5kd-RFnYfzACNcBGAsYHQ/s1600/family_shopping_bag_eco_small.png
https://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_2202.html
https://2.bp.blogspot.com/-LnRUp09vyZw/WUdY9IaqDhI/AAAAAAABFBI/BXgLjZ3EpHs-mScc9oqLM1GYyxJXnLDVACLcBGAs/s800/kutsurogu_kids1.png


うるま市教育委員会 学校生活応援課 

 

＜留意事項＞ 

※担任、保護者、主治医、学校医、養護教諭、看護師は、連携を図り医療的ケアが円滑に行えるよう 

努める。 

 

※保護者は、常に連絡が取れるように連絡先などを学校に明示し、緊急時等に必ず対応できるよう 

にする。 

 

※医療的ケアに要する医療器具などは、原則として保護者が準備すること。 

 

※医療的ケアの内容などを変更する場合には、保護者は速やかに学校長に届け出るものとする。 

 

※全項の届け出を受けた学校長は、変更後の実施計画書（様式５）を教育委員会へ提出することと

する。 

 

※保護者の申請の下、必要に応じて医療的ケア確認及び協力願い書（様式７）を主治医へ提出し、

保護者等・児童生徒同伴の下、看護師が主治医から当該児童生徒の個別の医療的ケアについて、

説明、指導・助言を受ける機会を設ける。 

 

※学校は、校内における感染症の予防、安全・衛生面の管理に十分留意する。 

 

※学校は事故を想定した緊急時対応マニュアルを作成し、緊急時対応訓練を定期的に行うことする。 

 

※インシデント・ヒヤリハット事案が起こった場合は、医師の指導助言の下、評価・検証を行うものとし、

その結果は速やかに学校長を通じ、教育委員会へ報告することとする。（書式自由）  

 

※学校長は、必要に応じ、医療的ケア実施報告書（様式９）を作成し、主治医へ年間の実施経過など

の報告を行い、情報交換を図るものとする。 

 

※学校長、医療的ケアを受けていた児童生徒が医療的ケアを必要としなくなった場合や転出等によ

り、医療的ケアを終了又は停止することができるときは、速やかに教育委員会に報告しなければな

らない。（様式１０） 

 

※教育委員会は、前項の申請書を受けた場合、医療的ケア終了決定書を保護者へ提出する。 

（様式１０－２） 

 

※医療的ケアを受けていた児童生徒の保護者は、医療的ケアの内容に変更がない場合であっても、

年度毎に申請の手続きを行うこと。 


